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東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 

お問合わせ先 

TEL 03-5219-5947 

（受付時間 営業日の9:00～17:00） 

https://www.franklintempleton.co.jp 

 

 

◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。 

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券 

信 託 期 間 無期限（2003年６月30日設定） 

運 用 方 針 
主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信
託財産の成長と毎月の安定した分配を目指
します。 

主要運用対象 

当ファンド 

｢フランクリン・テンプルト
ン・豪ドル債券マザーファン
ド」の受益証券を主要投資対
象とします。 

フランクリン・ 
テンプルトン・ 
豪 ド ル 債 券 
マザーファンド 

主として豪ドル建の国債、州
政府債、国際機関債、社債、
モーゲージ証券及び資産担
保証券等を主要投資対象と
します。 

組 入 制 限 

当ファンド 

フランクリン・テンプルト
ン・豪ドル債券マザーファン
ド受益証券以外の投資信託
証券への投資割合は、信託財
産の純資産総額の５％以内
とします。 
株式（新株引受権証券等を含
みます。）への投資割合は、信
託財産の純資産総額の20％
以内とします。 
外貨建資産への実質投資割
合には、制限を設けません。 

フランクリン・ 
テンプルトン・ 
豪 ド ル 債 券 
マザーファンド 

株式（新株引受権証券等を含
みます。）及び転換社債等へ
の投資は行いません。 
外貨建資産への投資には制
限を設けません。 
外貨建資産については、原則
として為替ヘッジは行いま
せん。 

分 配 方 針 
決算日（原則として毎月10日。休業日の場合
は翌営業日）に、収益分配方針に基づいて分
配を行います。 

 
 

 
 

運用報告書（全体版) 
 

第258期 決算日 2025年１月10日 

第259期 決算日 2025年２月10日 

第260期 決算日 2025年３月10日 

第261期 決算日 2025年４月10日 

第262期 決算日 2025年５月12日 

第263期 決算日 2025年６月10日 
 

－ 受益者のみなさまへ － 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて､「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア
毎月分配型ファンド｣は、2025年６月10日に第263期の
決算を行いましたので、第258期、第259期、第260期、
第261期、第262期、第263期の運用状況と収益分配金を
ご報告申し上げます。 

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げ
ます。 
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○最近30期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 

債   券 
組 入 比 率 

債   券 
先 物 比 率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

 円 円 ％ ％ ％ 百万円 

234期(2023年１月10日) 4,850 15 △2.9 97.6 △0.3 38,632 

235期(2023年２月10日) 4,882 15 1.0 98.3 △0.3 38,578 

236期(2023年３月10日) 4,786 15 △1.7 98.6 △0.7 37,657 

237期(2023年４月10日) 4,838 15 1.4 97.9 △2.2 37,819 

238期(2023年５月10日) 4,929 15 2.2 98.5 △0.1 38,265 

239期(2023年６月12日) 4,938 15 0.5 97.9 0.7 38,299 

240期(2023年７月10日) 4,909 15 △0.3 98.3 0.3 38,220 

241期(2023年８月10日) 4,944 15 1.0 98.5 － 38,238 

242期(2023年９月11日) 4,919 15 △0.2 98.4 △0.0 37,854 

243期(2023年10月10日) 4,925 15 0.4 98.4 － 37,506 

244期(2023年11月10日) 4,920 15 0.2 98.5 － 37,239 

245期(2023年12月11日) 4,961 15 1.1 99.2 － 36,933 

246期(2024年１月10日) 5,090 15 2.9 98.2 － 37,399 

247期(2024年２月13日) 5,117 15 0.8 98.5 － 36,679 

248期(2024年３月11日) 5,147 15 0.9 98.2 － 36,529 

249期(2024年４月10日) 5,300 15 3.3 98.7 － 37,017 

250期(2024年５月10日) 5,341 15 1.1 98.4 － 36,876 

251期(2024年６月10日) 5,370 15 0.8 98.1 － 36,479 

252期(2024年７月10日) 5,636 15 5.2 98.6 － 37,961 

253期(2024年８月13日) 5,135 15 △8.6 98.5 － 34,076 

254期(2024年９月10日) 5,084 15 △0.7 98.5 － 33,482 

255期(2024年10月10日) 5,272 15 4.0 97.7 － 34,589 

256期(2024年11月11日) 5,237 15 △0.4 98.7 － 34,157 

257期(2024年12月10日) 5,116 15 △2.0 98.7 － 33,019 

258期(2025年１月10日) 5,101 15 0.0 98.0 － 32,554 

259期(2025年２月10日) 4,988 15 △1.9 98.5 － 31,609 

260期(2025年３月10日) 4,876 15 △1.9 98.4 － 30,532 

261期(2025年４月10日) 4,729 15 △2.7 98.7 － 29,384 

262期(2025年５月12日) 4,955 15 5.1 98.6 － 30,599 

263期(2025年６月10日) 4,985 15 0.9 96.9 － 30,584 
 

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。  

（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。  

（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。 

（注） 市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファ

ンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。 
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○当作成期中の基準価額と市況等の推移 

決 算 期 年 月 日 
基 準 価 額 債   券 

組 入 比 率 
債   券 
先 物 比 率  騰 落 率 

第258期 

(期  首) 円 ％ ％ ％ 

2024年12月10日 5,116 － 98.7 － 

12月末 5,162 0.9 97.3 － 

(期  末)     

2025年１月10日 5,116 0.0 98.0 － 

第259期 

(期  首)     

2025年１月10日 5,101 － 98.0 － 

１月末 5,039 △1.2 98.3 － 

(期  末)     

2025年２月10日 5,003 △1.9 98.5 － 

第260期 

(期  首)     

2025年２月10日 4,988 － 98.5 － 

２月末 4,910 △1.6 98.6 － 

(期  末)     

2025年３月10日 4,891 △1.9 98.4 － 

第261期 

(期  首)     

2025年３月10日 4,876 － 98.4 － 

３月末 4,940 1.3 98.5 － 

(期  末)     

2025年４月10日 4,744 △2.7 98.7 － 

第262期 

(期  首)     

2025年４月10日 4,729 － 98.7 － 

４月末 4,839 2.3 97.7 － 

(期  末)     

2025年５月12日 4,970 5.1 98.6 － 

第263期 

(期  首)     

2025年５月12日 4,955 － 98.6 － 

５月末 4,913 △0.8 98.9 － 

(期  末)     

2025年６月10日 5,000 0.9 96.9 － 
 

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。  

（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。  

（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。 
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○運用経過  

 作成期間中の基準価額等の推移 (2024年12月11日～2025年６月10日)

 

  

  
（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。 

（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注） 分配金再投資基準価額は、作成期首（2024年12月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。 

（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 

 

○基準価額の主な変動要因 

当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）は、マイナス（分配金再投資ベース）となり

ました。 

公社債利金を手堅く確保したほか、公社債損益がプラスとなりました。一方、為替損益について

は、豪ドル・円相場が豪ドル安・円高となったことから、マイナスとなりました。 
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 投資環境 (2024年12月11日～2025年６月10日)
 
当作成期のオーストラリア債券市場は、長

期債の利回りがほぼ横ばい、短中期債の利回
りは低下（価格は上昇）しました。 
期の前半は、米連邦公開市場委員会（FOMC）

において2025年に見込む米連邦準備制度理
事会（FRB）の利下げ回数が従来の予想から減
少したことなどを背景に米国国債利回りが
上昇（価格は下落）したため、オーストラリ
アの債券利回りも長期債を中心に上昇しま
した。しかし、その後は豪消費者物価指数
（CPI）の伸びが市場予想を下回ったことか
ら、オーストラリア準備銀行（RBA）の利下げ
観測が強まったため、利回りは低下しました。 
期の半ばは、RBAが約４年ぶりに利下げに

転じましたが、理事会後のブロックRBA総裁
の発言がタカ派的であったため、追加利下げ
観測が後退したことから利回りは一時上昇しました。しかし、その後は米国の関税措置による景気
後退懸念の高まりから、安全資産である国債に資金回避が起こったため、利回りは短期債を中心に
低下しました。 
期の後半は、トランプ米政権が相互関税の一部を90日間停止すると発表したことや米中が相互関

税の一時的な引き下げで合意したことなどから、米国国債利回りが上昇したため、オーストラリア
の債券利回りも長期債を中心に上昇しました。その後はRBAが0.25％の利下げを実施したものの、
0.50％の利下げについても議論したことが明らかにされたため、RBAの追加利下げ期待が高まった
ことから、利回りは低下しました。 
社債セクターについては、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）が縮小したため、社債

利回りは前作成期末対比で低下しました。 
 
当作成期の豪ドル・円相場は、豪ドル安・

円高となりました。 
期の前半は、米国の関税政策に対する不透

明感がやや後退したことから、豪ドルは対円
で強含みで推移しました。しかし、その後は
日銀が実際に利上げを実施したことで、豪ド
ルは対円で下落基調となりました。 
期の半ばは、トランプ米政権による貿易相

手国への追加関税措置を巡る報道を受け、市
場は貿易摩擦の激化懸念から一進一退の展
開となりましたが、トランプ米大統領による
相互課税などの発表を受けて、投資家のリス
ク回避姿勢が強まると、安全資産とされる日
本円が対豪ドルで上昇しました。 
期の後半は、米国と欧州の関税交渉の進展

や、米国の対中強硬姿勢の緩和期待から豪ド
ル高・円安が優勢となりました。その後も、日銀が金融政策決定会合で政策金利を据え置き、イン
フレ見通しも下方修正したことから、豪ドル高・円安が進みました。オーストラリアで連邦議会総
選挙が実施され、与党である労働党が下院で単独過半数を獲得したため、政治の先行き不透明感が
払しょくされたことも、豪ドル高・円安の要因となりました。  
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 当ファンドのポートフォリオ (2024年12月11日～2025年６月10日)
 

当ファンドは豪ドル建ての国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保

証券等を主要投資対象とする「フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド」受益証

券に投資を行い、長期的に安定した利金（インカム）収入が期待できるポートフォリオの運用を行

いました。当ファンドは原則としてA-/A3格以上の格付けの公社債へ投資し、信用リスクの抑制を

図る等、安定的な運用を目指しております。当作成期においては、金融債、リート・セクター等を

中心とした社債を引き続き厚めとしました。金融債の組み入れにおいては、大手金融機関が発行す

る流動性・信用力が相対的に高い債券が組み入れの中心となっています。また、ポートフォリオ全

体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。 

 

 分配金 (2024年12月11日～2025年６月10日)
 

分配金につきましては、以下の通りとさせていただきました。なお、収益分配に充当しなかった

利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

 

○分配原資の内訳  

 （単位：円、１万口当たり・税込み） 

項 目 
第258期 第259期 第260期 第261期 第262期 第263期 

2024年12月11日～ 
2025年１月10日 

2025年１月11日～ 
2025年２月10日 

2025年２月11日～ 
2025年３月10日 

2025年３月11日～ 
2025年４月10日 

2025年４月11日～ 
2025年５月12日 

2025年５月13日～ 
2025年６月10日 

当期分配金 15  15  15  15  15  15  

(対基準価額比率) 0.293％ 0.300％ 0.307％ 0.316％ 0.302％ 0.300％ 

 当期の収益 9  8  7  8  14  12  

 当期の収益以外 5  6  7  6  0  2  

翌期繰越分配対象額 174  168  161  155  154  152   
（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 

（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 

 

○今後の運用方針 

当ファンドは、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保

証券等を主要投資対象とするファンドです。引き続き、市場環境に注視しながら、組入債券の信用

リスク、金利リスク等に配慮しつつ銘柄を厳選し、運用に注力していく所存です。 
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○１万口当たりの費用明細 (2024年12月11日～2025年６月10日) 

項 目 
第258期～第263期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 34  0.686  (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） (16)  (0.329)  委託した資金の運用の対価 

 （ 販 売 会 社 ） (17)  (0.335)  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 
情報提供等の対価 

 （ 受 託 会 社 ） ( 1)  (0.022)  運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 

（b） そ の 他 費 用 0   0.010   (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 

 （ 保 管 費 用 ） ( 0)  (0.004)  保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 
送金・資産の移転等に要する費用 

 （ 監 査 費 用 ） ( 0)  (0.001)  監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 

 （ 印 刷 等 費 用 ） ( 0)  (0.004)  印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に 
係る費用 

 合 計 34   0.696    

作成期間の平均基準価額は、4,967円です。  

 
（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し

た結果です。 

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 

（注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第３位未満は四捨五入してあります。 
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（参考情報） 

◯総経費率 

作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料およ

び有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当

たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.39％です。 
 

  
（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 

（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。 

（注） 各比率は、年率換算した値です。 

（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。 

（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 
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○売買及び取引の状況 (2024年12月11日～2025年６月10日) 

 

銘 柄 
第258期～第263期 

設 定 解 約 
口 数 金 額 口 数 金 額 

 千口 千円 千口 千円 
フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド 106,736 330,548 877,867 2,710,028 

 
（注） 単位未満は切捨て。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2024年12月11日～2025年６月10日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○第二種金融商品取引業を兼業している投資信託委託会社の自己取引状況 (2024年12月11日～2025年６月10日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2024年12月11日～2025年６月10日) 

 

 該当事項はございません。 

 

○組入資産の明細 (2025年６月10日現在) 

 

銘 柄 
第257期末 第263期末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド 10,569,537 9,798,406 30,710,165 
 
（注） 単位未満は切捨て。 
 
 

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。 

 

  

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

親投資信託残高 
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○投資信託財産の構成 (2025年６月10日現在) 

項 目 
第263期末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド 30,710,165 100.0 

コール・ローン等、その他 7,501 0.0 

投資信託財産総額 30,717,666 100.0 
 

（注）評価額の単位未満は切捨て。 

（注） フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（34,656,726千円）の投資信託

財産総額（34,924,272千円）に対する比率は99.2％です。 

（注）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、６月10日における邦貨換

算レートは1オーストラリアドル=94.32円です。 

 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 

項 目 
第258期末 第259期末 第260期末 第261期末 第262期末 第263期末 

2025年１月10日現在 2025年２月10日現在 2025年３月10日現在 2025年４月10日現在 2025年５月12日現在 2025年６月10日現在 

  円 円 円 円 円 円 

(A) 資産 32,723,691,599   31,765,619,874   30,675,683,896   29,526,030,859   30,749,783,923   30,717,666,271   

 フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド(評価額) 32,689,378,091   31,742,094,310   30,659,732,647   29,513,865,670   30,728,478,987   30,710,165,755   

 未収入金 34,313,508   23,525,564   15,951,249   12,165,189   21,304,936   7,500,516   

(B) 負債 168,866,877   156,482,598   143,191,444   141,345,313   150,479,015   132,934,226   

 未払収益分配金 95,725,591   95,057,651   93,932,267   93,202,841   92,633,311   92,031,276   

 未払解約金 34,313,508   23,525,564   15,951,249   12,165,189   21,304,936   7,500,516   

 未払信託報酬 38,472,674   37,631,229   33,108,667   35,766,791   36,202,104   33,095,999   

 その他未払費用 355,104   268,154   199,261   210,492   338,664   306,435   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 32,554,824,722   31,609,137,276   30,532,492,452   29,384,685,546   30,599,304,908   30,584,732,045   

 元本 63,817,060,699   63,371,767,683   62,621,511,729   62,135,227,714   61,755,541,092   61,354,184,062   

 次期繰越損益金 △31,262,235,977   △31,762,630,407   △32,089,019,277   △32,750,542,168   △31,156,236,184   △30,769,452,017   

(D) 受益権総口数 63,817,060,699口 63,371,767,683口 62,621,511,729口 62,135,227,714口 61,755,541,092口 61,354,184,062口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 5,101円 4,988円 4,876円 4,729円 4,955円 4,985円 
 
＜注記事項＞ 

（注）元本の状況 

当作成期首元本額 64,542,231,384円 

当作成期中追加設定元本額 659,851,215円 

当作成期中一部解約元本額 3,847,898,537円 

作成期末における１口当たりの純資産額は0.4985円です。 

（注）元本の欠損 

純資産総額が元本額を下回っており、その差額は30,769,452,017円であります。 
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○損益の状況 

項 目 
第258期 第259期 第260期 第261期 第262期 第263期 

2024年12月11日～ 
2025年１月10日 

2025年１月11日～ 
2025年２月10日 

2025年２月11日～ 
2025年３月10日 

2025年３月11日～ 
2025年４月10日 

2025年４月11日～ 
2025年５月12日 

2025年５月13日～ 
2025年６月10日 

  円 円 円 円 円 円 

(A) 有価証券売買損益 40,741,380   △   585,529,952   △   575,123,310   △   781,743,719   1,523,299,230   309,907,968   

 売買益 46,440,143   1,915,828   3,504,204   4,457,106   1,530,564,578   325,033,406   

 売買損 △     5,698,763   △   587,445,780   △   578,627,514   △   786,200,825   △     7,265,348   △    15,125,438   

(B) 信託報酬等 △    38,827,778   △    37,899,383   △    33,307,928   △    35,977,283   △    36,540,768   △    33,402,434   

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) 1,913,602   △   623,429,335   △   608,431,238   △   817,721,002   1,486,758,462   276,505,534   

(D) 前期繰越損益金 △ 5,372,155,368   △ 5,371,380,341   △ 5,965,936,344   △ 6,563,852,868   △ 7,384,038,214   △ 5,941,956,929   

(E) 追加信託差損益金 △25,796,268,620   △25,672,763,080   △25,420,719,428   △25,275,765,457   △25,166,323,121   △25,011,969,346   

 (配当等相当額) (   1,153,711,694)  (   1,108,946,842)  (   1,057,281,138)  (   1,004,674,160)  (     959,861,801)  (     950,487,157)  

 (売買損益相当額) (△26,949,980,314)  (△26,781,709,922)  (△26,478,000,566)  (△26,280,439,617)  (△26,126,184,922)  (△25,962,456,503)  

(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) △31,166,510,386   △31,667,572,756   △31,995,087,010   △32,657,339,327   △31,063,602,873   △30,677,420,741   

(G) 収益分配金 △    95,725,591   △    95,057,651   △    93,932,267   △    93,202,841   △    92,633,311   △    92,031,276   

 次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) △31,262,235,977   △31,762,630,407   △32,089,019,277   △32,750,542,168   △31,156,236,184   △30,769,452,017   

 追加信託差損益金 △25,833,336,197   △25,711,953,857   △25,465,579,072   △25,314,752,825   △25,169,527,528   △25,028,525,390   

 (配当等相当額) (   1,116,739,120)  (   1,069,948,902)  (   1,012,536,633)  (     965,763,186)  (     956,704,900)  (     933,982,318)  

 (売買損益相当額) (△26,950,075,317)  (△26,781,902,759)  (△26,478,115,705)  (△26,280,516,011)  (△26,126,232,428)  (△25,962,507,708)  

 繰越損益金 △ 5,428,899,780   △ 6,050,676,550   △ 6,623,440,205   △ 7,435,789,343   △ 5,986,708,656   △ 5,740,926,627   
 

（注） 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 

（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。  

（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注） 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬のうち販売会社へ支払う手数料を除

いた額の100分の96相当額を支払っております。 

＜分配金の計算過程＞ 

決  算  期 第258期 第259期 第260期 第261期 第262期 第263期 

 円 円 円 円 円 円 

(A) 配当等収益(費用控除後) 58,658,014 55,866,874 49,072,623 54,215,473 89,428,904 75,475,232 

(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益 
(費用控除後、繰越欠損金補填後) 

0 0 0 0 0 0 

(C) 収 益 調 整 金 1,153,806,697 1,109,139,679 1,057,396,277 1,004,750,554 959,909,307 950,538,362 

(D) 分 配 準 備 積 立 金 0 0 0 0 0 0 

分配対象収益額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) 1,212,464,711 1,165,006,553 1,106,468,900 1,058,966,027 1,049,338,211 1,026,013,594 

(１万口当たり収益分配対象額) (          189) (          183) (          176) (          170) (          169) (          167) 

収 益 分 配 金 95,725,591 95,057,651 93,932,267 93,202,841 92,633,311 92,031,276 

(１万口当たり収益分配金) (           15) (           15) (           15) (           15) (           15) (           15) 
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○分配金のお知らせ  

 第258期 第259期 第260期 第261期 第262期 第263期 

１万口当たり分配金（税込み） 15円 15円 15円 15円 15円 15円 
 
◇分配金をお支払いする場合 

分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。 

◇分配金を再投資する場合 

お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入れて再投資いたします。 

◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配

金）にわかれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。 

分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残

りの部分が普通分配金となります。 

◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金

（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 

 

＜お知らせ＞ 

 

＜主な約款変更に関するお知らせ＞ 

 

2023年11月の「投資信託及び投資法人に関する法律」（以下、「投信法」）の一部改正に伴い、投信法第14条第

１項に規定する事項を記載した書面（運用報告書（全体版））に記載すべき事項を電磁的方法により提供でき

るよう、投資信託約款に所要の変更を行いました。 

デジタル化推進のもと、今回の投信法及び関連規則等の改正により、交付運用報告書については書面交付を原

則としていた規定が変更されております。 

（変更日：2025年４月１日） 
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